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食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
生
産
分
科
会
果
樹
部
会
に
お
け
る
果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
の
策
定
に
関
す
る

小
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

平

成

十

六

年

二

月

二

十

日

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
生
産
分
科
会
果
樹
部
会

第
一
条

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
議
事
規
則
第
十
条
に
基
づ
き
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
生
産
分
科
会
果
樹
部
会
（
以
下
「
果
樹
部
会
」

と
い
う
。
）
に
、
専
門
委
員
か
ら
な
る
果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
の
策
定
に
関
す
る
小
委
員
会
と
し
て
、
果
樹
農
業

振
興
基
本
方
針
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
果
樹
の
栽
培
及
び
果
樹
園
の
経
営
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
産
地
・
経
営
小
委
員
会
、
そ
れ
以
外
の
事
項
に

つ
い
て
は
需
給
小
委
員
会
を
置
き
、
調
査
審
議
さ
せ
る
。

第
二
条

小
委
員
会
の
会
議
は
、
部
会
長
が
招
集
す
る
。

第
三
条

小
委
員
会
に
小
委
員
長
を
置
き
、
部
会
長
の
指
名
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

第
四
条

小
委
員
会
の
議
長
は
、
小
委
員
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
五
条

小
委
員
会
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る
。

第
六
条

小
委
員
長
は
、
小
委
員
会
の
会
議
に
お
け
る
審
議
の
経
過
を
部
会
の
会
議
に
報
告
す
る
。

第
七
条

小
委
員
会
の
議
事
録
は
、
公
表
と
す
る
。
た
だ
し
、
会
議
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
小
委
員
長
は
、
議
事
録

に
代
え
て
議
事
要
旨
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


